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4．眺望景観や借景の保全・創出（規制） 

京都の眺望や借景は、歴史的な建造物、河川等の自然環境、そして三方の山並み等が一体となって

構成する優れた眺望や、比叡山等の遠くの景観要素を庭園に取り込み、一体的な景観として捉える

借景を、視界に入る全ての景観が重なり合って織り成す「景色」「風景」として捉えることができま

す。これらの数多くの「景色」「風景」が市域全域に広がり、それらが集合して京都の景観を構成す

る大きな要素となっています。さらに京都の眺望景観は、長い歴史の中で京都の人々の共通の楽し

みとして生活文化に根付いてきたものであり、見る側の文化的背景や感性も含まれたものとして捉

えることもできます。 

京都市では、これら先人たちによって守り継がれてきた数多くの優れた眺望景観や借景の中から

特に重要なものとして４９箇所を選定し、それらの保全、創出を図るため、京都市眺望景観創生条例

に基づいて「眺望景観保全地域」を指定し、建築物等の標高規制やデザイン規制を行っています。ま

た、平成３０年１０月からは、社寺等及びその周辺の歴史的景観の一層の保全、創出を目的に、事前

協議（景観デザインレビュー）制度を実施しています。

眺望景観保全地域 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 2-1-4-1 

眺望空間保全区域 

視点場から視対象への眺望を

遮らないように建築物等が超えて

はならない標高を定める区域 

近景デザイン保全区域 

視点場から視認することができる

建築物等が、優れた眺望景観を

阻害しないように形態、意匠、色

彩について基準を定める区域 

遠景デザイン保全区域 

視点場から視認することができる

建築物等が、優れた眺望景観を

阻害しないように外壁、屋根等の

色彩について基準を定める区域 
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49 箇所の眺望景観や借景 

 

眺めの種類 保全すべき眺望景観・借景 

保全区域 

眺望 

空間 
近景 遠景 

境内の眺め 

＜27 箇所＞ 

賀茂別雷神社（上賀茂神社）、賀茂御祖神社（下鴨神社）、 

教王護国寺（東寺）、醍醐寺、仁和寺、高山寺、西芳寺、 

天龍寺、鹿苑寺（金閣寺）、慈照寺（銀閣寺）、龍安寺、 

本願寺（西本願寺）、二条城、京都御苑、桂離宮、北野天満宮、 

知恩院、建仁寺、東福寺、南禅寺、大徳寺、妙心寺、相国寺、 

真宗本廟（東本願寺）、平安神宮 

 ○  

清水寺、慈照寺（銀閣寺）、修学院離宮  ○ ○ 

境内地周辺の眺め 

＜23 箇所＞ 

上記【境内の眺め】の対象のうち、高山寺、西芳寺、修学院離宮、 

建仁寺を除く寺社等 
 ○  

通りの眺め 

＜4 箇所＞ 

御池通、四条通、五条通、 

産寧坂伝統的建造物群保存地区内の通り 
 ○  

水辺の眺め 

＜2 箇所＞ 
濠川・宇治川派流、琵琶湖疏水  ○  

庭園からの眺め 

＜2 箇所＞ 

円通寺 ○ ○ ○ 

渉成園  ○  

山並みへの眺め 

＜3 箇所＞ 

賀茂川右岸からの東山、賀茂川両岸からの北山、 

桂川左岸からの西山 
 ○  

「しるし」への 

眺め 

＜８箇所＞ 

賀茂川右岸からの「大文字」、高野川左岸からの「法」、 

北山通からの「妙」、賀茂川左岸からの「船」、 

桂川左岸からの「鳥居」、 

船岡山公園からの「大文字」「妙」「法」「船」「左大文字」 

○ ○ ○ 

西大路通からの「左大文字」 ○ ○  

八坂通からの「法観寺五重塔（八坂ノ塔）」  ○  

見晴らしの眺め 

＜2 箇所＞ 

鴨川に架かる橋からの鴨川、 

渡月橋下流からの嵐山一帯 
 ○  

見下ろしの眺め 

＜1 箇所＞ 
大文字山からの市街地  ○ ○ 

 

図表 2-1-4-2 
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眺望景観保全地域指定概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-1-4-3 
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（１）認定・届出の件数の推移 

眺望空間保全区域及び近景・遠景デザイン保全区域における令和６年度までの認定件数等の推移

及び眺望景観や借景の保全状況は、以下のア、イのとおりです。 

眺望空間保全区域の認定件数は新景観制作以降、約２００件～３００件を推移しています。 

なお、近景・遠景デザイン保全区域の届出件数は、平成２３年４月から景観政策の進化により、①

近景デザイン保全区域の視点場の範囲を境内や庭園の眺めを保全する部分に限定したこと、②地形

等により視点場から視認不可で領域が明確に設定できる範囲や、視点場から３ｋｍ超の範囲内の高

さ１０ｍ以下の建築物及び工作物等は届出不要としたことから、１，５００件程度減少しました。 

ア  眺望空間保全区域 （認定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  近景・遠景デザイン保全区域 （届出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

眺望空間保全区域の認定件数の推移 

 

近景・遠景デザイン保全区域の届出件数の

推移 

 

視点場から視対象への眺望を遮らないように建築物等が超えてはならない標高を定める区域 

建築行為等を行う場合にはあらかじめ計画について認定を受けることが必要 

図表 2-1-4-4 

 

視点場から視認される建築物等が、優れた眺望景観を阻害しないよう形態、意匠、色彩

についての基準を定める区域（遠景デザイン保全区域の基準は色彩のみ） 

建築行為等を行う場合にはあらかじめ届け出ることが必要 

図表 2-1-4-5 
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（２）許可の件数の推移 

眺望空間保全地域内では、標高の制限は超えるものの視点場からはるか遠方に位置しているなど、

眺望景観の保全上支障がないと認める場合には、許可の範囲で標高の規制を超えることを認めてお

り、以下のような許可事例があります。 

事例としては、「円通寺」を視点場とする眺望空間保全区域内における標高規制の特例許可が多く

を占めており、地域の地形の特性が影響しています。 

 

（３）景観デザインレビュー 

地域ごとの特性に応じた眺望景観の創生に資するデザインを誘導するため、視点場及び近景デザ

イン保全区域のうち、自然、歴史的資産、町並み、伝統、文化等との調和を踏まえ、市長が指定する

区域での建築等の計画については、本市との協議、もしくは、専門家も交えた協議を景観申請に先立

って行うこととしています。  

協議において、建築等の計画地周辺における歴史的資産の価値、周辺地域の歴史や文化、成り立ち

といった地域の景観特性を、事業者等と共有することで、地域の景観特性に応じた優れた眺望景観

の保全、創出を図っています。 

ア  景観デザインレビューの実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

眺望空間保全地域内における許可の事例 

 

視点場 許可物件 

「円通寺」 ⚫ コンクリート柱等の工作物 
⚫ 一戸建て住宅 

※「円通寺」の眺望空間保全区域では、比叡山を庭園の中に取り込む円通寺

「御幸御殿」の借景を保全するため、建築物の高さは「御幸御殿」の視点場の標

高 110.2m を超えてはならない。ところが、この地域の地形の特性上、低層な建

築物でもこの標高の制限を超えてしまう場合がある。このようなケースでも、視点場

からはるか遠く離れているなど、借景の保全に支障がないものについては許可してい

る。 

「賀茂川右岸からの
大文字」 

⚫ 北大路橋の照明柱 
⚫ 葵橋東詰の照明柱 

 

図表 2-1-4-6 

 

景観デザインレビューの実績（件数） 

 

年度 建築物 工作物 
建築物のうち、アド

バイザー協議件数 

平成３０年度 31 9 14 

令和元年度 49 40 11 

令和２年度 55 31 4 

令和３年度 44 22 5 

令和４年度 47 23 6 

令和５年度 43 29 9 

令和６年度 49 23 8 

 

図表 2-1-4-7 
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（４）眺望景観や借景の保全 プロファイル 

歴史的資産周辺の景観情報（プロファイル）は、事前協議（景観デザインレビュー）制度の対象地

域となる２７箇所の寺社等の周辺エリアにおいて、事業者等と円滑に協議するうえで共有すべき情

報の拠りどころとなる資料として、歴史的資産の価値や特徴、周辺の景観特性、まちの成り立ち等を

まとめ、公開しています。 

プロファイルは、エリアの概要をまとめた本編のほか、地域との協働による景観づくりを進める

ため、地域住民が大切に継承してきた歴史や文化、地域として大切に守っている歴史的資産や景観

など、地域ならではの情報をプロファイルに反映する取組として作成した協働版、歴史的資産周辺

の景観特性をよりきめ細やかに把握するため、周辺を景観特性ごとにエリア区分し、そのエリアご

とに、町並みの特徴や景観形成の方針、建築計画等に求める配慮事項などをまとめた町並み版があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賀茂別雷神社（上賀茂神社）プロファイル 

 

   （本編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-1-4-8 
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   （協働版） 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （町並み版） 
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（５）眺望景観や借景の保全状況 

 

 

 

代表的な眺望景観として、眺望景観保全地域の保全状況を継続的に把握しています。 

 

眺望景観の保全状況 
 

 

賀茂別雷神社（上賀茂神社） 境内の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 

 
 

 境内地周辺の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

賀茂御祖神社（下鴨神社） 境内の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 

 
 

 

眺望景観保全地域では良好な眺望景観が保全されている 

図表 2-1-4-9 
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賀茂御祖神社（下鴨神社） 境内地周辺の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 

 
 

教王護国寺（東寺） 境内の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 

 
 

 境内地周辺の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

清水寺 境内の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 
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 境内の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 11 月） 

 
 

 境内地周辺の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 11 月） 

 

醍醐寺 境内の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

 境内地周辺の眺め 

（指定当初） 

 

 

（令和 7 年 10 月） 
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仁和寺 境内の眺め 

（指定当初） 

 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

 境内地周辺の眺め 

（指定当初） 

 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

高山寺 境内の眺め 

（指定当初） 

 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

西芳寺 境内の眺め 

（指定当初） 

 

 

（令和 7 年 10 月） 
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天龍寺 境内の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

 境内地周辺の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

鹿苑寺（金閣寺） 境内の眺め 

（指定以前） 

 

 

（令和 7 年 11 月） 

 

 

 境内周辺の眺め 

（指定当初） 

 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

  

 

 （鹿苑寺提供）  （京都市撮影） 
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慈照寺（銀閣寺） 境内の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

  

 境内地周辺の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

龍安寺 境内の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 
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龍安寺 境内地周辺の眺め 

（指定当初） 

 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

本願寺 境内の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 8 年 3 月） 

 
 

境内地周辺の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

二条城 境内の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 
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二条城 境内地周辺の眺め 

（指定当初） 

 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

京都御苑 境内の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

 境内地周辺の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

修学院離宮 境内の眺め 

（指定以前） 

 

（宮内庁京都事務所提供） 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

 

（宮内庁京都事務所提供） 
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桂離宮 境内の眺め 

（指定以前） 

 
(宮内庁京都事務所提供) 

（令和 7 年 9 月） 

 
（宮内庁京都事務所提供） 

 境内地周辺の眺め 

（指定以前） 

 

（令和 7 年 12 月） 

 

北野天満宮 境内の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

 境内地周辺の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 
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知恩院 境内の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 11 月） 

 

 境内地周辺の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 11 月） 

 

建仁寺 境内の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 11 月） 

 

東福寺 境内の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 
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東福寺 境内地周辺の眺め 

（指定当初） 

 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

南禅寺 境内の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

 境内地周辺の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 11 月） 

 

大徳寺 境内の眺め 

（指定当初） 

 

 

（令和 7 年 10 月） 
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大徳寺 境内地周辺の眺め 

(指定当初) 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

妙心寺 境内の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 

 
 

 境内地周辺の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

相国寺 境内の眺め 

（指定当初） 

 

（令和７年 12 月） 
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相国寺 境内地周辺の眺め 

（指定当初） 

 

 

（令和 7 年 12 月） 

 

真宗本廟（東本願寺） 境内の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

 境内地周辺の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

平安神宮 境内の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 12 月） 

 

 

改修工事中 



第 2 章 検証① 景観政策の実施状況 

令和７年度京都市景観白書  70 

 

 

平安神宮 境内地周辺の眺め 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 11 月） 

 

御池通 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 11 月） 

 
 

四条通 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 11 月） 

 

五条通  

（指定当初） 

 

（令和 7 年 11 月） 
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産寧坂伝統的建造物群保存地区内の通り  

（指定当初） 

 

（令和 7 年 11 月） 

 
 

濠川・宇治川派流  

（指定当初） 

 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

琵琶湖疏水  

（指定当初） 

 

 

（令和 7 年 11 月） 

 

円通寺  

（指定当初） 

 

（令和 7 年 9 月） 
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渉成園 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 12 月） 

 

賀茂川右岸からの東山 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 12 月） 

 
 

賀茂川両岸からの北山  

（指定当初） 

 

（令和 7 年 12 月） 

 
 

桂川左岸からの西山  

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 
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賀茂川右岸からの「大文字」 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 12 月） 

 

高野川左岸からの「法」 

（指定当初） 

 

 

（令和 7 年 11 月） 

 

北山通からの「妙」   

（指定当初） 

 

（令和 7 年 11 月） 

 
 

賀茂川左岸からの「船」  

（指定当初） 

 

（令和 7 年 12 月） 

 
 

 



第 2 章 検証① 景観政策の実施状況 

令和７年度京都市景観白書  74 
 

 

 

桂川左岸からの「鳥居」 

（指定当初） 

 

（令和８年２月） 

 
 

西大路通からの「左大文字」  

（指定当初） 

 

（令和 7 年 11 月） 

 
 

船岡山公園からの「大文字」  

（指定当初） 

 

 

（令和 7 年 10 月） 

 

八坂通からの「法観寺五重塔（八坂ノ塔）」 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 11 月） 

 

 



第 2 章 検証① 景観政策の実施状況 

令和７年度京都市景観白書  75 

 

 

 

鴨川に架かる橋からの鴨川 

（指定当初） 

 

 

（令和 7 年 11 月） 

 

渡月橋下流からの嵐山一帯 

（指定当初） 

 

（令和 7 年 10 月） 

 
 

大文字山からの市街地  

（指定当初） 

 

（令和 7 年 11 月） 
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5．屋外広告物（規制） 

都市の景観は、自然や建築物だけでなく、あらゆる都市活動から生み出されるものであり、屋外広

告物もその一つです。 

京都市では、京都市屋外広告物等に関する条例に基づき、市内全域で屋外広告物規制区域等を指

定し、地域ごとの景観特性に応じた屋外広告物に関する許可基準を定めるとともに、屋外広告物の

適正化の取組を進めることで、美しく品格のある都市景観の形成を図っています。 

（１）屋外広告物の許可件数等の推移 

ア  許可件数 

 

屋外広告物を表示するためには、あらかじめ許可を受けなければなりません。許可には、屋外広告

物の種類によってそれぞれ有効期間が定められており、ポスターや立て看板など簡易な屋外広告物

は３箇月以内（短期屋外広告物）、建築物などに定着させる屋外広告物などは３年以内（長期屋外広

告物）となっています。 

平成２４年度からの屋外広告物対策の抜本的な取組の強化により、平成２５年度以降の屋外広告

物の許可件数は、それ以前と比べて大幅に増加しています。 

 

 

 

屋外広告物の許可件数の推移 図表 2-1-5-1 
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イ  許可個数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外広告物の許可申請では、複数個の屋外広告物をまとめて一度に許可申請されることもありま

す。許可した屋外広告物の個数を計上したものが上図です。 

  

短期屋外広告物の許可個数の推移 

長期屋外広告物の許可個数の推移 図表 2-1-5-2 

 

図表 2-1-5-3 

 

（その他：アドバルーン，懸垂幕，横断幕，のぼり，小旗） 
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

その他 91 158 146 96 110 128 81 125 136 134 197 132 95 129 124 83 82 68 98 95

立て看板等 88 107 99 93 107 64 30 5 0 7 3 1 4 13 20 8 7 2 3 7

ポスター 3,059 3,760 3,553 2,200 1,400 1234 680 345 372 400 300 302 307 314 204 201 200 200 0 0
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ウ  その他の広告物の許可 

その他にも、あらかじめ許可が必要なものとして、市内を走る路線バスや鉄道などの車体に表示

する「車体広告物」があります。 

また、建築物の窓などの室内側から屋外に向けて表示する「特定屋内広告物」については、事前に

届出が必要な場合があります。 

 

（２）屋外広告物の許可事例 

京都市では、地域ごとの景観特性に応じて定められた、屋外広告物の「表示位置」や「大きさ」、

「色彩」などのきめ細やかな基準に基づいて、許可を行っています。許可を受けた事例には、基準を

守るだけではない優良な事例やチェーン店の標準仕様のデザインではなく、建物デザインに調和し

たデザインにアレンジされた事例などがあります。 

特定屋内広告物の届出件数の推移 車体広告物の許可件数の推移 図表 2-1-5-4 

 

図表 2-1-5-5 

 

屋外広告物の許可事例 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図表 2-1-5-6 

 

（スターバックス コーヒー 京都西大路店） 

（パティスリー洛甘舎） 
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（３）屋外広告物対策の抜本的な取組の強化 

京都市では、京都のすばらしい景観を将来に引き継ぐため、平成１９年９月１日に京都市屋外広

告物等に関する条例を改正し、施行しました。 

平成２４年度からは、屋外広告物適正化の取組を抜本的に強化し、７年間の経過措置期間が終了

する平成２６年８月末までに、市内全域の適正表示に向け、①屋外広告物制度の定着促進、②是正の

ための指導の強化と支援策の充実、③京都にふさわしい広告物の普及啓発を３本柱とし、集中的に

取り組みました。 

その結果、平成２６年９月の条例完全施行時には、８割を超える屋外広告物が条例の趣旨に沿っ

た形で表示いただくことができました。 

さらに、残る広告物についても、引き続き是正指導に取り組んだ結果、令和７年３月末時点では、

適正表示率は９割を超え、４５，０００件を超える屋外広告物が適正に表示されるようになりまし

た。 

また、新たな違反広告物への対策として、令和４年度から市内中心部や主要駅、歴史遺産周辺等の

パトロールを実施し、違反広告物の早期発見と解消に取り組んでいます。 

 

  

図表 2-1-5-7 

6 

屋外広告物適正化事例 

（適正化前） 

 

 

 

（適正化後） 
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